
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所得や不動産所得がある場合で、青色申告決算書又は収

支内訳書を決算書・収支内訳書作成コーナーで作成した後に所

得税の確定申告書を作成する場合の操作手順を説明します。 

※ 画面イメージは、実際の画面と異なる場合があります。 

※ パソコンの画面を使って説明していますが、スマホ等でも同様の操作となります。 

 

 



 

 

  

 

1 決算書・収支内訳書作成コーナーから所得税及び復興特別所得税の確定申告書 

作成コーナーへ移動して作成開始する場合 ---- 1 

1.1  「作成する申告書等の選択」画面 --------------------------------------------- 1 

1.2  「電子申告等データ内容確認後の作業について」画面 ------------------------- 2 

1.3  「引継ぎ情報等の確認」画面 ------------------------------------------------- 3 

1.4  「申告する所得の選択等」画面 ----------------------------------------------- 4 

2 保存した決算書・収支内訳書データを読み込んで作成開始する場合 ------------------- 5 

2.1  保存した決算書・収支内訳書データの読込方法 --------------------------------- 5 

2.2  税目選択 ------------------------------------------------------------------- 7 

 

※ この手引きでは、マイナンバーカードを使って e-Tax送信を行う「マイナンバーカード

方式」を前提としています。送信（提出）方法によって画面遷移が異なる箇所があります

ので、ご注意ください。 
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1 決算書・収支内訳書作成コーナーから所得税及び復興特別所得税の確定申告書作成コー

ナーへ移動して作成開始する場合 

1.1 「作成する申告書等の選択」画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  確定申告書等作成コーナートップ画面から進んで、「作成する申告書等の選択」

画面において「令和７年分の申告書等の作成 ▼」を押してアコーディオンを開き、

「決算書・収支内訳書（＋所得税）」を押します。 

 

②  令和６年分以前の過去の年分の申告書を作成する場合は、「過去の年分の申告書

等の作成 ▼」を押して作成する年分を選択し、「決算書 収支内訳書」を押しま

す。 

 

③  以降は決算書又は収支内訳書の作成画面へ進みますので、画面の案内に沿って操

作してください。 

 

事業所得や不動産所得がある方は確定申告書に加えて決算書又

は収支内訳書を作成する必要があります。この場合、先に決算書又

は収支内訳書を作成し、次に所得税の確定申告書を作成するという

順序で進むことをお勧めします。 
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1.2 「電子申告等データ内容確認後の作業について」画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

決算書・収支内訳書作成コーナーで青色申告決算書又は収支内訳書を作成した後、「電子申

告等データ内容確認後の作業について」画面から、所得税及び復興特別所得税の確定申告書

作成コーナーへ移動し、引き続き所得税の確定申告書を作成することができます。 

 

①  「入力データを保存する」を押し、決算書・収支内訳書作成コーナーで作成した

データを保存します。 
 この画面で一旦作成を中断し、後で所得税の確定申告書を作成する場合には、こ

ちらの画面で保存したデータを使用してください（５ページ「2 保存した決算書・

収支内訳書データを読み込んで作成開始する場合」参照。）。 

 なお、引き続き所得税の確定申告書を作成する場合でも、データを保存すること

をお勧めします。 

 

②  「所得税の申告書作成はこちら」を押すと、３ページ「1.3 『引継ぎ情報等の確

認』画面」へ進みます。 
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 1.3 「引継ぎ情報等の確認」画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

①  決算書・収支内訳書作成コーナーで作成したデータのうち、所得税及び復興特別所得

税の確定申告書作成コーナーへ引き継ぐことができる項目が表示されていますので、内

容を確認します。 

 

②  「所得税の申告書の作成画面へ」を押すと、４ページ「1.4 『申告する所得の選択等』

画面」へ進みます。 
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1.4 「申告する所得の選択等」画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申告する所得を選択の上、申告内容に関する質問に回答し、「次へ」を押します。 

以降は画面の案内に沿って操作してください。 
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2 保存した決算書・収支内訳書データを読み込んで作成開始する場合 

2.1 保存した決算書・収支内訳書データの読込方法 
決算書又は収支内訳書の作成が完了し、データ（拡張子:.data）を保存している場合、

そのデータを使用して所得税の確定申告書の作成を開始することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  「保存データを利用して作成」を押すと、次の「保存データ利用方法の選択」画面

が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  「作成再開」を押すと、次の「保存データの読込」画面が表示されます。 

次ページへ 
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③  「ファイルを選択」を押すと、ファイルを選択するダイアログが表示されます。 

 

④  読み込む決算書又は収支内訳書データ（拡張子:.data）を選択し、「開く」を押すと、

「保存ファイル名」欄に選択したファイル名が表示されます。 

 

⑤  「保存データ読込」を押すと、７ページ「2.2 税目選択」へ進みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ファイルを選択するダイアログ】 

 ※ダイアログの名称はパソコンの環境により異なります。 
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2.2 税目選択 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  所得税の確定申告書の「作成開始」を押すと、「マイナポータル連携の選択」画面及び

「xmlデータの読込」画面が表示された後に、次ページの「過去の年分のデータの確認」

画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 青色申告決算書・収支内訳

書の「作成再開」を押すと、

作成した決算書又は収支内訳

書のデータを訂正・確認する

ことができます。 

※２ 消費税の確定申告書及び贈

与税の申告書の「作成開始」

については、決算書又は収支

内訳書データの作成（又は所

得税の確定申告書データの作

成）が完了していないと表示

されません。 

なお、「作成開始」を押すと、

読み込んだデータの住所・氏

名等の情報を利用して各申告

書の作成を開始することがで

きます。 

次ページへ 
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②  過去の年分の所得税データ（拡張子:.data）がある（かつ読み込む）場合には「は

い」を押すと、「保存データ読込」画面へ進みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

③  過去の年分の所得税データ（拡張子:.data）がない（又はデータはあるが読み込ま

ない）場合には「いいえ」を押します。 

「申告する所得の選択等」画面へ進みますので、以降は画面の案内のとおり、入力

して進めてください。 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申告する所得を選択の上、申告内容に関する質問に回答し、「次へ」を押します。 

以降は画面の案内に沿って操作してください。 

 


